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市
で
は
、
多
年
に
わ
た
り
社
会
に
尽
く
し

て
こ
ら
れ
た
高
齢
の
方
を
敬
愛
し
、
長
寿
を

お
祝
い
し
て
敬
老
金
を
贈
呈
し
ま
す
。

　
満
１
０
０
歳
の
対
象
の
方
に
は
市
長
が
、

満
88
歳
の
対
象
の
方
に
は
各
地
区
の
羽
村
市

社
会
福
祉
委
員
が
、
９
月
18
日
（
月
・
祝
）

ま
で
に
、
お
宅
を
訪
問
し
て
お
届
け
し
ま
す
。

　
贈
呈
の
対
象
は
、
９
月
１
日
時
点
で
市
内

に
在
住
し
、
令
和
５
年
度
中
に
対
象
年
齢
に

達
す
る
方
で
す
。

〇 

満
１
０
０
歳
（
大
正
12
年
４
月
２
日
～
13

年
４
月
１
日
に
生
ま
れ
た
方
）
…
５
万
円

○ 

満
88
歳
（
昭
和
10
年
４
月
２
日
～
11
年
４

月
１
日
に
生
ま
れ
た
方
）
…
２
万
円

　
誰
に
で
も
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
や
認
知
症
に
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
正
し
い
理
解
を
深

め
、
認
知
症
の
方
だ
け
で
な
く
全
て
の
高
齢
の
方
に
優
し
い
地
域
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
、
世

界
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
月
間
に
合
わ
せ
て
行
う
市
の
取
組
み
を
紹
介
し
ま
す
。
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９
月
16
日
㈯
午
後
２
時
～
４
時

　
プ
リ
モ
ホ
ー
ル
ゆ
と
ろ
ぎ
小
ホ
ー
ル

　
市
内
在
住
・
在
勤
の
方

 

　
繁

し
げ

田た 

雅ま
さ

弘ひ
ろ

さ
ん
（
東
京
慈
恵
会

医
科
大
学
精
神
医
学
講
座
教
授
）

　
１
０
０
人
（
申
込
順
）

 

　
９
月
13
日
㈬
午
後
５
時
ま
で
に
、

電
話
、
Ｅ
メ
ー
ル
、
応
募
フ
ォ
ー
ム
ま
た

は
直
接
、
高
齢
福
祉
介
護
課
介
護
予
防
・

地
域
支
援
係
へ

  

　s304200@city.hamura.tokyo.jp

※ 

Ｅ
メ
ー
ル
で
申
し
込
む
と
き
は
、
件
名
に

「
羽
村
市
世
界
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
月
間
講

演
会
申
込
み
」、
本
文
に
「
住
所
、
氏
名
、

連
絡
先
」
を
記
入
し
て

く
だ
さ
い
。

　
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
や
認
知
症
に
関
す
る

書
籍
の
展
示
・
貸
出
し
を
行
い
ま
す
。

　
プ
リ
モ
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
は
む
ら

　
９
月
１
日
㈮
～
30
日
㈯

※ 

祝
日
以
外
の
月
曜
日
お
よ
び
９
月
15
日
㈮

休
館

　
ヒ
ノ
ト
ン
ト
ン
Ｚ
Ｏ
Ｏ
の
エ
ン
ト
ラ
ン
ス

を
、
認
知
症
支
援
の
シ
ン
ボ
ル
カ
ラ
ー
・
オ

レ
ン
ジ
に
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
し
ま
す
。

 

　
９
月
１

日
㈮
～
30
日
㈯

の
日
没
～
午
後

９
時

要
介
護
４
・
５
の
重
度
要
介
護
高
齢
者
を

在
宅
で
介
護
し
て
い
る
家
族
の
う
ち
、
次
の

①
～
④
の
全
て
に
当
て
は
ま
る
場
合
に
、
慰

労
金
を
支
給
し
ま
す
。
該
当
す
る
方
は
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

① 
市
内
に
住
民
票
が
あ
る
重
度
要
介
護
高
齢

者
（
要
介
護
４
・
５
）
と
同
居
、
あ
る
い

は
同
一
敷
地
内
に
隣
接
し
て
い
る
建
物
に

居
住
、
ま
た
は
市
外
の
介
護
者
の
自
宅
で
、

重
度
要
介
護
高
齢
者
を
支
給
基
準
日
か
ら

過
去
１
年
間
介
護
し
て
い
る
家
族

② 

支
給
基
準
日
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度

に
、
重
度
要
介
護
者
お
よ
び
介
護
者
の
属

す
る
世
帯
の
構
成
員
全
員
が
市
民
税
非
課

税
で
あ
っ
た
家
族

③ 

支
給
基
準
日
の
過
去
１
年
間
、
介
護
保
険

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
な
い
家
族
（
通

算
７
日
以
下
の
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
利
用
を

除
く
）

④ 

重
度
要
介
護
高
齢
者
が
過
去
１
年
間
、
90

日
を
超
え
る
入
院
を
し
て
い
な
い
こ
と

　
１
家
族
10
万
円

※ 

問
合
せ
後
、
職
員
が
家
庭
訪
問
を
行
い
、

要
件
を
満
た
す
場
合
に
支
給
し
ま
す
。

TOPIC

 

456

 

178

TOPIC TOPIC

広報はむら 5.9.12

　市では、高齢の方を対象に下記の事業を行っています。いずれも事前に申請が必要です。事業によっ

ては訪問調査が必要な場合があります。詳しくは、問い合わせてください。
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